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【添付資料】 

■ 東海村地域公共交通会議 委員名簿 

■ 表１ 

地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内

フィーダー系統）【令和２年度】 

（添付資料）運行予定系統を示した地図 

（添付資料）運行ダイヤ 

（添付資料）デマンドタクシー「あいのりくん」利用案内 

■ 表５  

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

（添付資料）交通不便地域の区分がわかる地図 

       



 
生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

令和２年７月 日 

 

          （名称）東海村地域公共交通会議          
  

生活交通確保維持改善計画の名称 

  

 地域内フィーダー系統確保維持計画 

  

  

  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

  

本村では，平成９年７月から主に交通弱者を対象として（一般住民も利用可能）運

賃無料の福祉循環バスの運行を開始した。しかし毎年度の改善策実施にも関わらず，

利用者の増加にはつながらなかった。そのため平成 15 年度より福祉循環バスに代わる

新たな公共交通の検討に着手し，運行範囲を村内，利用対象者を村民に限定したデマ

ンドタクシーを導入し，試行運転を経て，平成 18 年４月から本格運行を開始した。 

本村は東西，南北ともに約８km とほぼ円形に近く，その中央にＪＲ常磐線東海駅

が立地しているなど，デマンド交通の運行に適した環境であり，一定の利用者数を確

保し，特に高齢者や障がい者などの重要な移動手段となっている。一方で，村外への

利用希望や，村外からのビジネス客や観光客への対応など，デマンドタクシーだけで

はカバーしきれない課題が挙げられた。加えて，福祉循環バスの運行開始前まで７路

線が運行していた路線バスは，利用者数の減少により５路線が廃止され，残る２路線

についても利用促進が必要な状況となっていた。 

そのような状況を受け，本村では，誰もが利用できる路線バスの運行について，そ

の可能性と利用者ニーズを的確に把握するため，住民・利用者へのアンケートや事業

所へのヒヤリング調査を実施した。その結果を基に，平成 27 年４月から路線バス（４

路線）の実証実験を開始した。特に新設した２路線については，沿線住民に対する初

乗りクーポン付きチラシの配布など積極的な利用促進を図ったが，利用者数の増加に

は結びつかなかった。このような状況を踏まえ，地域公共交通会議で協議を重ねた結

果，利用実績が厳しい２路線の実証実験を平成 27 年９月末で終了させた上で，同年

10 月から平成 28 年３月まで，新たな２路線を加えた４路線の実証実験を６か月延長

することとした。 

その後，地域公共交通会議において，利用状況を注視するとともに，運行状況や利

用状況などを元に検討を重ね，平成 27 年の 10 月から運行した４路線を平成 28 年４月

から本格運行させた。本格運行後にも路線の見直しを行い，平成 28 年 10 月に利用率

の低い１路線を終了させ，平成 29年度は３路線の運行となった。平成 30 年には，JR

常磐線東海駅西側を運行する新路線の実証実験及び，デマンドタクシーの運行時間を

平日 30 分延長する実証実験を行った。この結果，村内事業所の従業員が路線バスによ

る通勤利用を開始したことも影響し，平成 30 年度の路線バス，デマンドタクシーの利

用者数は増加した。令和元年度の利用者数も，利用者の確保として掲げる目標値に達

しており，地域公共交通の必要性が数値として現れている状況と言える。 

本村としては，現在の状況を踏まえ，地域公共交通網の整備により，通勤・通学等

における利便性の向上や，観光振興・交流人口の増加による地域の活性化も期待でき

ること，「福祉」「教育」「環境」「まちづくり」の観点からも，公共交通の充実は

「『まち』としてのイメージアップ」になるものと捉えている。 

しかし，そこには採算性という大きな課題がある。そのため，持続可能な地域公共

交通の維持・確保に努めるためにも，地域公共交通確保維持事業を活用したい。 

  



 
２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

・  路線バス利用者数の確保 

持続可能な地域公共交通とするには，一定の利用者数を確保することが必要とな

るため，実証実験時の利用者数を基準として利用促進を促す。 

（目標値）令和３年度：83,000 人 

・ 高齢者の公共交通利用比率向上 

デマンドタクシーを利用する高齢者における１日平均利用者(152.7 人／平成 27 年

度)の年齢別利用者数の各年代人口に対する比率は，60 歳代が 0.3％，70 歳代が

1.0％，80 歳代が 2.7％，90 歳代が 1.0％であり，60 歳以上の割合は 1.0％となっ

ている。そのため高齢者に対し，公共交通の利用促進を行うことで，この比率を

向上させることを目指す。 

（目標値）令和３年度：1.2％ 

・ 高齢者の運転免許返納者数増加 

本村の高齢者の運転免許保有者数(平成 26 年 12 月 31 日現在)は，5,720 人と推定

される。高齢ドライバーによる交通事故が社会問題となっている中で，高齢化の

進展によって，運転ができなくなる人や運転をしたくない人，あるいは家族から

運転を止められる人が増えることが予測される。そうした高齢者が車の運転を止

めても，日常生活の移動に困らない地域公共交通ネットワークを構築すること

で，運転免許返納者の増加を図る。 

（目標値）令和３年度：210 人 

・ 観光ボランティアガイドの対応者数向上 

本村では，観光ボランティアガイド「とうかい村いきいきガイドの会」が観光客

等に対して，村松山虚空蔵堂と大神宮等の観光ガイドを行っている。村内の観光

資源を活用した交流人口の増加を目指すことから，観光ボランティアガイドによ

る対応者数をその指標とし，年間対応者数の増加を目指す。 

（目標値）令和３年度：1,500 人 

  

（２）事業の効果 

・  地域公共交通確保維持事業の実施により，デマンドタクシー運行時間外におい

ては，ＪＲ常磐線東海駅まで距離があり公共交通が空白となる地区を解消するこ

とができる。 

・ 日常生活の移動手段を確保し，移動制約者の外出を支援することで健康で元気な

高齢者を増やすことができる。 

・ 安全・安心，環境，まちづくりに貢献することができる。 

・ 隣接自治体等との更なる交流促進を図ることができる。 

 

・ 観光客や原子力関係の研究者・技術者など，東海村に関わる全ての関係者に対し

て，村内の移動手段を提供できるよう，公共交通網の維持・確保につなげること

ができる。 

 

 

目標値については，過去

の伸び率を基に算出して

います。 



 
３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・  路線バスの運行 

デマンドタクシーでは対応できない需要に対応するとともに，隣接自治体との連

携により交流人口の増加を図る。（東海村（地域公共交通会議），交通事業者

（茨城交通）） 

 

・ デマンドタクシーの改善運行 

路線バスとの役割分担と持続性の確保（公的負担の軽減）の観点から，必要な改

善を実施する。（東海村（地域公共交通会議），交通事業者（東海駅構内ハイ

ヤー組合）） 

 

・ 利用促進方策 

利用者数増加に向け広報・ＰＲ活動を積極的に実施する。公共交通マップの作

成・配布，乗り方教室の開催，路線バスを利用したお出かけツアーの実施，中学

３年生及び高校生への積極的な情報発信，広報紙での周知，各種団体や事業所と

の連携協力（東海村（地域公共交通会議），交通事業者（茨城交通，東海駅構内

ハイヤー組合））によるＰＲ活動 

 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

 

別添の表１のとおり。 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

  

東海村から運行事業者への補助金額については，運行収入及び国庫補助金を運行経費

から差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

   

茨城交通株式会社 

 

 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

※ 補助対象事業者が協議会ではないので記載せず 

 

 



 
８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※ 地域内フィーダー系統確保維持関係のため，記載せず 

 

 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※ 地域内フィーダー系統確保維持関係のため，記載せず 

 

 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※ 地域内フィーダー系統確保維持関係のため，記載せず 

 

 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

  

※該当なし 

 

 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

別添の表５のとおり。 

 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 

※ 車両を取得しないので記載せず 

 

  

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 
  

※ 車両を取得しないので記載せず 

 



 
（２）事業の効果 

 

※ 車両を取得しないので記載せず 

 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫

補助金を受けようとする場合のみ】 

  

※ 車両を取得しないので記載せず 

 

 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※ 車両を取得しないので記載せず 

 

 

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  

 ※該当なし 

  

  

18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

  

※該当なし 

 

 

（２）事業の効果 

  

 ※該当なし 

 

  

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  

※該当なし 

 

 

 

 

 

 



 
20．協議会の開催状況と主な議論 

【平成 26年度】 

  

回 日時 協議事項 

第１回 平成 26 年６月 25 日  

14：00～15：30 

（１）本村の地域公共交通の在り方に関する今後の計画 

（２）地域公共交通の調査・研究について(茨城大学) 

第２回 平成 26 年 10 月２日 

15：00～16：30 

（１）「日常の外出についてのアンケート」中間報告 

（２）今後のスケジュールについて 

第３回 平成 26 年 11 月 10 日 

15：00～16：30 

（１）新たな公共交通の運行計画（案）について 

第４回 平成 26 年 12 月 15 日 

15：30～17：00 

 

（１）東海村における地域公共交通の考え方について 

（２）今後のスケジュールについて 

 ①改正地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会

への移行 

 ②地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施

計画の策定 

 ③新たな路線バスの運行 

第５回 平成 27 年１月 23 日 

15：30～17：00 

 

（１）新たな路線バスの運行計画について 

第６回 平成 27 年２月 17 日 

15：30～17：00 

 

（１）東海村地域公共交通網形成計画（素案）について 

（２）新たな路線バスの広報 PR について 

（３）デマンドタクシーの運行について 

第７回 平成 27 年３月 26 日 

15：30～17：00 

 

（１）東海村地域公共交通網形成計画(最終案)について 

（２）デマンドタクシーの平成 26年度実績について 

（３）今後のスケジュールについて 

 

【平成 27年度】 

回 日時 協議事項 

第１回 平成 27 年６月 25 日  

10：00～11：30 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）今後のスケジュールについて 

（３）地域内フィーダー系統確保維持計画について 

第２回 平成 27 年８月５日 

15：00～16：00 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）路線バスの実証実験について 

第３回 平成 27 年 12 月９日 

16：00～17：00 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）アンケート及びヒアリング調査の報告について

（茨城大学） 

（３）公共交通再編の方向性について 

（４）デマンドタクシーの運行について 

第４回 平成 28 年 1 月 28 日 

15：30～17：00 

 

（１）地域公共交通の再編について 

（２）今後のスケジュールについて 

第５回 平成 28 年３月 25 日 

10：00～11：30 

 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）アンケート及び乗り込み調査の報告について（茨

城大学） 

（３）今後のスケジュールについて 

   駅西地区東海駅前広場再整備及び自転車レーン整

備計画について 

 

 

 

 



 
 

【平成 28 年度】 

回 日時 協議事項 

第１回 平成 28 年６月 24 日  

9：30～11：00 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）アンケート及び乗り込み調査の報告について

（茨城大学） 

（３）地域内フィーダー系統確保維持計画について 

第２回 平成 28 年８月 30 日 

14：30～16：00 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）路線バスのダイヤ等改正について（平成 28 年 10

月 1 日） 

（３）今後のスケジュールについて 

第３回 平成 29 年３月 24 日 

13：30～15：00 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）地域公共交通確保維持改善事業の事業評価につい

て（地域内フィーダー系統確保維持計画） 

（３）今後のスケジュールについて 

 

【平成 29 年度】 

回 日時 協議事項 

第１回 平成 29 年８月 30 日  

15：00～16：30 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）地域内フィーダー系統確保維持計画について 

（３）公共交通の課題について 

（４）今後のスケジュールについて 

第２回 平成 29 年 12 月 26 日 

13：00～15：00 

（１）みちのりグループの地域公共交通活性化（バス事

業の生産性向上）の取組み（株式会社みちのり

ホールディングス） 

（２）地域公共交通確保維持改善事業 事業評価につい

て（地域内フィーダー系統確保維持計画）   

（３）公共交通再編の方向性について 

第３回 平成 30 年 1 月 29 日 

15：00～16：30 

（１）公共交通の利用状況について（南台区自治会の 

取組みについて） 

（２）平成 30年４月の公共交通網再編について 

（３）今後のスケジュールについて 

（４）高校生に対するリーフレットの配布計画（案）に

ついて 

（５）その他 

第４回 平成 30 年３月 22 日 

13：30～15：00 

 

（１）公共交通の利用状況及び利用傾向の分析について 

（２）デマンドタクシーや路線バスの利活用に関する意

見交換 

（３）今後のスケジュールについて 

（４）その他 

 

【平成 30 年度】 

回 日時 協議事項 

第１回 平成 30 年６月 28 日  

10：30～11：30 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）地域内フィーダー系統確保維持計画について 

（３）平成 30 年度の状況及び今後のスケジュール 

（４）その他 

第２回 平成 31 年１月 29 日 

10：30～11：30 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）平成 30 年度地域公共交通確保維持改善事業

（フィーダー）一時評価について 

（３）今後のスケジュールについて 

（４）その他 

 

 



 
 

【令和元年度】 

回 日時 協議事項 

第１回 令和元年６月 26 日  

13：30～15：00 

（１）公共交通の利用状況について 

（２）地域内フィーダー系統確保維持計画について 

（３）令和元年度の状況及び今後のスケジュール 

（４）南台区アンケート集計報告について 

（５）その他 

第２回 令和元年 11 月 20 日 

13：30～15：00 

（１）東海村の公共交通施策と近年の利用状況について 

（２）これからの公共交通について（グループディス

カッション） 

（３）その他 

 

【令和２年度】 

回 日時 協議事項 

第１回 令和２年７月 22 日  

（書面開催） 

（１）地域内フィーダー系統確保維持計画について 

（２）公共交通計画について 

（３）令和２年度の状況及び今後のスケジュール 

 

21．利用者等の意見の反映状況 

  

・ 住民・地域団体との連携 

地域公共交通会議には，住民・利用者の代表及び関係団体・機関から参画を得て地域

公共交通網の整備に向けた検討・協議を行っている。 

 

・ 住民・利用者のニーズ把握 

路線バスの検討にあたっては，デマンドタクシー登録者や無作為抽出した住民を対象

としたアンケート調査や路線バス利用者のヒヤリング調査を実施し，日常の移動実態

や隣接自治体への移動需要などを把握した。また運行後についても地区での懇談会や

自治会等からの意見を徴収している。 

 

・ 行政と専門家・交通事業者の連携 

地域公共交通網の検討にあたり，村，茨城大学，茨城交通が連携し，三者会議を定期

的に開催している。 

 

・ 関係機関，企業等との連携 

隣接自治体として日立市，ひたちなか市，那珂市の公共交通担当部署と連携してい

る。さらに村内主要企業に対してはヒヤリング調査を実施するなど利用促進につなが

る取組みなどの連携を図っている。 

 

22．協議会メンバーの構成員 

 

別添「東海村地域公共交通会議委員名簿」参照 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）茨城県那珂郡東海村東海 3-7-1                

（所 属）企画総務部 企画経営課                

（氏 名）萩野谷 安己帆                

（電 話）029-282-1711（代表）        

029-287-0854（直通）               

（e-mail）kikaku@vill.tokai.lg.jp                

mailto:kikaku@vill.tokai.lg.jp


【委嘱期間：～令和3年6月30日】

No 氏　名 所属・役職

1 任田　正史 茨城交通株式会社　代表取締役社長

2 舛井　辰也 東海駅構内ハイヤー組合代表（有限会社 常東タクシー　代表取締役）

3 川上　敬一 茨城県バス協会　専務理事

4 服部　透 茨城県ハイヤー・タクシー協会　専務理事

5 冨永　健二 緑ヶ丘区自治会長

6 萩谷　毅彦 東海村民生委員・児童委員協議会　会長

7 宮部　芳典 東海村高齢者クラブ連合会　会長

8 岸　三男 東海村身体障害者福祉協議会　会長

9 佐藤　映史 東海村商工会　会長

10 川﨑　敏秀 東海村観光協会　会長

11 相巣　博之 東海村社会福祉協議会　事務局長

12 牧瀬　成博 茨城運輸支局　首席運輸企画専門官（輸送担当）

13 鈴木　裕一 茨城運輸支局　首席運輸企画専門官（企画調整担当）

14 近清　重尚 東海村デマンドタクシー運転手代表（有限会社 常東タクシー）

15 菅原　康弘 茨城交通労働組合　執行委員長

16 牧田　晃明 ひたちなか警察署　交通課長

17 中村　浩 茨城県　政策企画部　交通政策課長

18 松丸　哲也 茨城県　常陸大宮土木事務所　道路管理課長

19 山田　稔 茨城大学　工学部都市システム工学科　教授

20 萩谷　浩康 東海村　副村長

21 関田　秀茂 東海村　福祉部長

22 庄司　真澄 東海村教育委員会　教育部長

23 松本　敏雄 公募委員

24 河野　進 公募委員

【関係自治体（オブザーバー）】

No 自治体名 担当部署

1 日立市 都市建設部　都市政策課

2 ひたちなか市 企画部　企画調整課

3 那珂市 企画部　政策企画課

【事務局】

No 氏　名 役　職

1 富田　浩文 企画総務部長

2 菊池　敬 企画総務部　企画経営課長

3 石井　克明 企画総務部　企画経営課長補佐

4 所　壮登 企画総務部　企画経営課　企画調整担当　係長

4 吉成　亘弘 企画総務部　企画経営課　企画調整担当　係長

4 野口　亜衣 企画総務部　企画経営課　企画調整担当　主任

5 藤田　岳志 企画総務部　企画経営課　企画調整担当　主事

6 萩野谷　安己帆 企画総務部　企画経営課　企画調整担当　主事

備考

東海村地域公共交通会議　委員名簿

順不同，敬称略

備考

新任

副会長

新任

新任

新任

新任

会長

新任

備考

副会長



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 3年度

起点 経由地 終点
運行態様の
別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
との接続確保策

基準ニで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．区域運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記することとし、「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「再編特例措置」については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載する。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。

５．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確保するかについて記載する。

６．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

計画
運行
日数

計画
運行
回数

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

東海村

茨城交通株式会社 (1)
東海駅東口
～茨城東病院

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

復 5.9km

東海
駅東
口

原研
前

茨城
東病
院

往 5.9km
365日 2,512.0回 路線定期運行 ②（2） 鉄道駅に接続

(2)
往　　　ｋｍ

日 回

(3)

復　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ
日 回

復　　　ｋｍ

(5)

往　　　ｋｍ
日 回(4)

日 回
復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ





別系統（東海駅東口～海浜公園西口）

デマンドタクシー運行時間（平日8：00～17：00／土曜8：00～16：00）

平日対象便 ● ● ● × × × × × × × × × ● ● ● ● ●

土曜対象便 × × × × × × × × × × ● × × ● ● ● ×

日曜・祝日対象便 × × × ● × ● × × × ● ● × × ● ● ● ×

1 東海駅東口（発） 6:55 7:11 7:45 8:00 8:30 9:06 9:57 12:07 13:52 15:41 16:31 17:05 17:11 17:57 19:00 19:45 20:34

2 イオン東海店前 6:55 7:11 7:45 8:00 8:30 9:06 9:57 12:07 13:52 15:41 16:31 17:05 17:11 17:57 19:00 19:45 20:34

3 なごみ入口 6:57 7:13 7:46 8:01 8:31 9:08 9:59 12:09 13:54 15:43 16:33 17:07 17:13 17:58 19:02 19:46 20:35

4 東海中学校 6:59 7:15 7:48 8:03 8:33 9:10 10:01 12:11 13:56 15:45 16:35 17:09 17:15 18:00 19:04 19:48 20:37

5 荒谷台住宅前 7:00 7:16 7:49 8:04 8:34 9:11 10:02 12:12 13:57 15:46 16:36 17:10 17:16 18:01 19:05 19:49 20:38

6 真崎十文字 7:00 7:16 7:49 8:04 8:34 9:11 10:02 12:12 13:57 15:46 16:36 17:10 17:16 18:01 19:05 19:49 20:38

7 真崎仲町 7:01 7:17 7:50 8:05 8:35 9:12 10:03 12:13 13:58 15:47 16:37 17:11 17:17 18:02 19:06 19:50 20:39

8 真崎東 7:02 7:18 7:51 8:06 8:36 9:13 10:04 12:14 13:59 15:48 16:38 17:12 17:18 18:03 19:07 19:51 20:40

9 原研前 7:04 7:20 7:53 8:08 8:38 9:15 10:06 12:16 14:01 15:50 16:40 17:14 17:20 18:05 19:09 19:53 20:42

10 阿漕ヶ浦 7:04 7:20 7:53 8:08 8:38 9:15 10:06 12:16 14:01 15:50 16:40 17:14 17:20 18:05 19:09 19:53 20:42

11 虚空蔵尊入口 7:05 7:21 7:54 8:09 8:39 9:16 10:07 12:17 14:02 15:51 16:41 17:15 17:21 18:06 19:10 19:54 20:43

12 （新設）虚空蔵尊前 - - 7:55 - - - 10:09 12:19 14:04 - - 17:17 - - - - -

13 村松宿 7:06 7:22 - 8:10 8:40 9:17 - - - 15:52 16:42 - 17:22 18:07 19:11 19:55 20:44

14 原子力機構前 7:07 7:23 7:58 8:11 8:41 9:18 10:11 12:21 14:06 15:53 16:43 17:19 17:23 18:08 19:12 19:56 20:45

15 茨城東病院前 7:08 7:24 7:59 8:12 8:42 9:19 10:12 12:22 14:07 15:54 16:44 17:20 17:24 18:09 19:13 19:57 20:46

16 茨城東病院 7:09 7:26 8:01 8:13 8:45 9:20 10:13 12:23 14:08 15:55 16:45 17:21 17:26 18:12 19:14 19:59 20:48

17 ＪＡ長砂 - - - - - - 10:17 12:27 14:12 - - 17:25 - - - - -

18 ジョイフル本田西 - - - - - - 10:21 12:31 14:16 - - 17:29 - - - - -

19 ジョイフル本田東 - - - - - - 10:21 12:31 14:16 - - 17:29 - - - - -

20 海浜公園西口 - - - - - - 10:25 12:35 14:20 - - 17:35 - - - - -

20 海浜公園西口（発） - - - - - - 10:38 12:40 14:28 - - - 17:38 - - -

19 ジョイフル本田東 - - - - - - 10:39 12:41 14:29 - - - 17:39 - - -

18 ジョイフル本田西 - - - - - - 10:39 12:41 14:29 - - - 17:39 - - -

17 ＪＡ長砂 - - - - - - 10:43 12:45 14:33 - - - 17:43 - - -

16 茨城東病院 6:33 7:13 7:33 8:10 8:30 9:05 9:27 10:47 12:49 14:37 16:00 16:50 17:35 17:47 18:30 19:25 20:03

15 茨城東病院前 6:34 7:14 7:34 8:11 8:31 9:06 9:28 10:48 12:50 14:38 16:01 16:51 17:36 17:48 18:31 19:26 20:04

14 原子力機構前 6:35 7:15 7:35 8:12 8:32 9:07 9:29 10:49 12:51 14:39 16:02 16:52 17:37 17:49 18:32 19:27 20:05

13 村松宿 6:36 7:16 7:36 8:13 8:33 9:08 9:30 - - - 16:03 16:53 17:38 - 18:33 19:28 20:06

12 （新設）虚空蔵尊前 - - - - - - - 10:51 12:53 14:41 - - - 17:51 - - -

11 虚空蔵尊入口 6:37 7:17 7:37 8:14 8:34 9:09 9:31 10:53 12:55 14:43 16:04 16:54 17:39 17:53 18:34 19:29 20:07

10 阿漕ヶ浦 6:37 7:17 7:37 8:14 8:34 9:09 9:31 10:53 12:55 14:43 16:04 16:54 17:39 17:53 18:34 19:29 20:07

9 原研前 6:39 7:19 7:39 8:16 8:36 9:11 9:33 10:55 12:57 14:45 16:06 16:56 17:41 17:55 18:36 19:31 20:09

8 真崎東 6:39 7:19 7:39 8:16 8:36 9:11 9:33 10:55 12:57 14:45 16:06 16:56 17:41 17:55 18:36 19:31 20:09

7 真崎仲町 6:40 7:20 7:40 8:17 8:37 9:12 9:34 10:56 12:58 14:46 16:07 16:57 17:42 17:56 18:37 19:32 20:10

6 真崎十文字 6:41 7:21 7:41 8:18 8:38 9:13 9:35 10:57 12:59 14:47 16:08 16:58 17:43 17:57 18:38 19:33 20:11

5 荒谷台住宅前 6:41 7:21 7:41 8:18 8:38 9:13 9:35 10:57 12:59 14:47 16:08 16:58 17:43 17:57 18:38 19:33 20:11

4 東海中学校 6:43 7:23 7:43 8:20 8:40 9:15 9:37 10:59 13:01 14:49 16:10 17:00 17:45 17:59 18:40 19:35 20:13

3 なごみ入口 6:44 7:24 7:44 8:21 8:41 9:16 9:38 11:00 13:02 14:50 16:11 17:01 17:46 18:00 18:41 19:36 20:14

2 イオン東海店前 6:45 7:25 7:45 8:22 8:42 9:17 9:39 11:01 13:03 14:51 16:12 17:02 17:47 18:01 18:42 19:37 20:15

1 東海駅東口 6:47 7:28 7:48 8:25 8:45 9:19 9:41 11:06 13:08 14:56 16:14 17:04 17:50 18:08 18:45 19:39 20:17

平日対象便 ● ● ● × × × × × × × × × ● × ● ● ●

土曜対象便 × ● × × × × × × × × × ● × × ● ● ×

日曜・祝日対象便 × ● × × ● × ● × × × ● ● × × ● ● ×

■■東海駅東口～茨城東病院線　斜体青文字土日祝運休

デマンド運行時間と路線バスのダイヤ





３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

「交通不便地域」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ロ②（１））に記載のある過疎地域の人口及び交付
要綱別表７（ロ②（２）（実施要領の２．（１）⑭））に基づき地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。



表５ 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

 　地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画の策定年月日及び算定式適用開始年度

（※参考）

(※) 省略可。

（１）記載要領

１．

２．

対象人口 算定式 国庫補助上限額

10,351
10,351×150円＋250万円

(7月10日現在で国から提示がない為，前年度の算定式を
記載）

4,052,650

協議会において承認を得る必要があるなど、自治体の必要性に応じて記載可。
なお、記載する場合の適用算定式においては、直近の地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に係る国庫補助
上限額の算定式をご活用ください。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

東海村地域公共交通網形成計画 2015/3/31 平成29年度

計画名 策定年月日 算定式適用開始年度

10,351

外宿1，外宿2，内宿1，内宿
2，竹瓦，豊岡，亀下，白方，
岡，豊白，真崎，村松北，宿，
川根，照沼，原子力機構箕輪

局長指定

市区町村名 東海村

人　口

人口集中地区以外 -

交通不便地域 10,351

人　口 対象地区 根拠法



【交通不便地域（合計）】

対象人口：10,351人

【交通不便地域 Ｅ】
＊対象行政区

外宿1・2，内宿1・2，竹瓦

＊対象人口：1,602人

【交通不便地域 Ｄ】
＊対象行政区

内宿2，豊岡，亀下，白方，岡，豊白

＊対象人口：1,322人

【交通不便地域 Ｃ】
＊対象行政区

白方，真崎，村松北

＊対象人口：3,856人

【交通不便地域 Ｂ】
＊対象行政区

宿，川根，真崎

＊対象人口：2,710人

【交通不便地域 Ａ】
＊対象行政区

照沼，原子力機構箕輪，川根，宿

＊対象人口：861人


